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○糸魚川市地域づくり活動支援事業補助金交付要綱 

平成24年９月27日 

告示第216号 

改正 平成25年３月25日告示第54号 

平成25年５月13日告示第131号 

平成27年３月23日告示第56号 

平成30年３月22日告示第40号 

令和３年３月31日告示第79号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、過疎化及び高齢化の進行に伴い、維持が困難になってきている地

域コミュニティを強化し、身近な地域課題の解決を目的として実施する住民による自

主的かつ主体的な活動（以下「地域づくり活動」という。）を促進するため、その経

費に対し補助するものとし、その交付に関しては、糸魚川市補助金等交付規則（平成

17年糸魚川市規則第50号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 地域づくり協議会 次の要件を満たし、継続的に地域づくり活動を行う団体を

いう。 

ア 地区公民館の所管する区域（以下「地区」という。）を主な活動区域とし、地

区内の自治組織、各種団体、個人等で構成されていること。ただし、市長が特に

認めた場合は、地区を分割することができる。 

イ 地区住民が地域づくりに関する活動に自由に参加することができること。 

ウ 組織、会議、役員選任、会計等について規約を定め、適正な運営を行うことが

できること。 

(2) 地域づくりプラン 地域づくり協議会（以下「協議会」という。）が主体とな

って策定する地域づくりの基本となる計画で、次の項目について記載されているも

のをいう。 
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ア 地区の現状及び課題 

イ 地区の将来像及び目標 

ウ 計画期間 

エ 地域づくりの方針及び方策 

オ 事業計画 

カ 収支予算 

キ その他参考となる事項 

（協議会の役割） 

第３条 協議会は、第１条に規定する目的を達成するため、第５条の事業に取り組む。 

（市の役割） 

第４条 市は、住民による地域づくり活動及び地域コミュニティの充実を促すとともに、

これを支援する。 

（交付対象事業） 

第５条 交付の対象となる事業は、次に掲げる事業のうち、公益性を有し、第１条の趣

旨に即した事業とする。 

(1) 地域づくりプラン策定事業 地域づくりプランの策定に係るもの 

(2) 地域づくりプラン実現事業 地域づくりプランに掲載された事業の実施に係る

もの 

(3) 地域づくり協議会活動事業 前号に規定する事業の実施後に、地域づくりの第

２ステージとして地域づくりプランの見直しを図り、公的要素の高い事業の実施に

係るもの 

２ 前項の場合において、次に掲げる事業については、対象外とする。 

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業 

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる事業 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が交付対象事業として適当でないと認めた事

業 

（補助対象者） 

第６条 補助金の交付の対象となる者は、前条の事業に取り組む協議会とする。 

（補助対象経費） 
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第７条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第５条

の事業実施にかかる経費から次に掲げる経費を除いたものとする。 

(1) 協議会の構成員に対する人件費 

(2) 食糧費。ただし、事業実施に当たり必要不可欠なものは、対象とする。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助対象として適当でないと認めた経費 

２ 第５条の事業実施にかかる経費の財源として、国、県その他の団体から助成等を受

けている場合は、補助対象経費から当該助成額等を除く。 

（補助率） 

第８条 補助対象経費に係る補助率は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地域づくりプラン策定事業 100分の100 

(2) 地域づくりプラン実現事業 事業の効果、公共性、公益性等により、次に掲げ

るとおりとする。 

ア 事業の効果、公共性、公益性等が高いもの 100分の100以内 

イ 人材の育成に係るもの 100分の70以内 

ウ ア及びイ以外のもの 100分の50未満 

(3) 地域づくり協議会活動事業 

ア 地域振興を目的とした事業の実施に係るもの 100分の75 

イ 防災、健康又は福祉を目的とした事業の実施に係るもの 100分の100 

２ 前項第２号の事業に係る補助率については、同号の規定によるほか、第14条に規定

する地域づくりプラン審査委員会（以下「委員会」という。）の委員による協議によ

り決定する。 

（補助限度額） 

第９条 第２条第１号ア（ただし書を除く。）に規定する地区における補助限度額につ

いては、次の表に定めるとおりとする。ただし、地域づくりプラン策定事業にかかる

補助限度額については、１協議会当たりの額とし、地域づくりプラン実現事業にかか

る補助限度額については、１協議会当たりの単年度の額とする。 

事業区分 補助限度額 

地域づくりプラン策

定事業 

(1) 世帯数2,000世帯未満の地区 300,000円 

(2) 世帯数2,000世帯以上の地区 500,000円 
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地域づくりプラン実

現事業 

次の(1)から(3)までの金額を合算した額とする。 

(1) 均等割 1地区当たり200,000円。 

(2) 人口割 1人当たり300円（算出額に1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。） 

(3) 高齢化加算は、高齢化率40パーセント以上45パーセント未

満の地区にあっては20,000円、45パーセント以上50パーセント

未満の地区にあっては40,000円、50パーセント以上の地区にあ

っては60,000円を加算する。 

地域づくり協議会活

動事業 

前条第1項第3号アに規定する事業及び同号イに規定する事業そ

れぞれの区分ごとに、次の(1)から(3)までの金額を合算した額と

し、150,000円を上限とする。ただし、(1)から(3)までの金額を

合算した額が50,000円以下であるときは、50,000円とする 

(1) 均等割 1地区当たり20,000円 

(2) 人口割 1人当たり30円（算出額に1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。） 

(3) 高齢化加算は、高齢化率40パーセント以上45パーセント未

満の地区にあっては2,000円、45パーセント以上50パーセント

未満の地区にあっては4,000円、50パーセント以上の地区にあ

っては6,000円を加算する。 

２ 第２条第１号アのただし書に規定する地区における補助限度額については、次の表

に定めるとおりとする。ただし、地域づくりプラン実現事業にかかる補助限度額につ

いては、１協議会当たりの単年度の額とする。 

事業区分 補助限度額 

地域づくりプラン策定事業 1協議会当たり150,000円 

地域づくりプラン実現事業 次の(1)から(3)までの金額を合算した額とする。 

(1) 均等割 200,000円を分割後の地区の数で除した

額（算出額に1,000円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）と50,000円のいずれか高い額とす

る。 
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(2) 人口割 1人当たり300円（算出額に1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。） 

(3) 高齢化加算は、高齢化率40パーセント以上45パー

セント未満の地区にあっては10,000円、45パーセン

ト以上50パーセント未満の地区にあっては20,000

円、50パーセント以上の地区にあっては30,000円を

加算する。 

地域づくり協議会活動事業 前条第1項第3号アに規定する事業及び同号イに規定す

る事業それぞれの区分ごとに、次の(1)から(3)までの

金額を合算した額とし、150,000円を上限とする。ただ

し、(1)から(3)までの金額を合算した額が50,000円以

下であるときは、50,000円とする。 

(1) 均等割 20,000円を分割後の地区の数で除した

額（算出額に1,000円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）と5,000円のいずれか高い額とする。 

(2) 人口割 1人当たり30円（算出額に1,000円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。） 

(3) 高齢化加算は、高齢化率40パーセント以上45パー

セント未満の地区にあっては1,000円、45パーセント

以上50パーセント未満の地区にあっては2,000円、50

パーセント以上の地区にあっては3,000円を加算す

る。 

３ 前２項に規定する世帯数、人口及び高齢化率については、当該年度の４月１日現在

の住民基本台帳に基づく数値とする。 

（補助限度額の年度間調整） 

第10条 前条第１項及び第２項に定める補助限度額のうち地域づくりプラン実現事業

については、補助限度額の２分の１以内の額を地域づくりプランの計画期間内におい

て年度間流用することができる。ただし、算出額に1,000円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。 
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（補助金の算定方法） 

第11条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地域づくりプラン策定事業 補助対象経費の額。ただし、補助対象経費に1,000

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(2) 地域づくりプラン実現事業 補助対象経費に第８条第１項第２号及び第２項の

規定による補助率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、合算した算出額に

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(3) 地域づくり協議会活動事業 補助対象経費に第８条第１項第３号ア及びイに規

定する補助率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、合算した算出額に1,000

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（事業の変更） 

第12条 規則第４条の規定による交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、次の事項を変更しようとするときは、事前に規則に規定する変更申請書を市長に

提出し、承認を受けなければならない。 

(1) 団体の規約、代表者変更など組織に係る事項の変更 

(2) 事業計画及び収支予算の変更 

(3) 事業の中止又は廃止 

２ 前項第３号の場合において、事業の中止又は廃止までに要した経費があっても、当

該経費は、交付決定者の負担とする。ただし、気象条件、災害その他不測の事態によ

り中止する場合であって、市長が補助の対象と認めたときは、この限りでない。 

（地域づくり活動提案書の提出） 

第13条 地域づくりプラン実現事業の補助金を受けようとする者（以下「提案者」とい

う。）は、地域づくりプラン実現事業の交付申請書の提出前に、地域づくり活動（変

更）提案書（様式第１号。以下「提案書」という。）に必要書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

（審査委員会の設置及び役割） 

第14条 市長は、前条の規定による提案書について審査するため、委員会を設置する。 

２ 委員会は、提案書に添付された地域づくりプラン（案）に記載の事業計画及び収支

予算について、市長が別に定める審査基準により、補助対象経費、補助率、交付予定
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額及び付すべき条件について審査する。 

３ 委員会は、前項の審査結果を市長に報告する。 

４ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

（審査結果） 

第15条 市長は、委員会の審査結果を踏まえ、前条第２項に規定する審査項目について

決定し、結果について地域づくり活動（変更）審査結果通知書（様式第２号）により

提案者に通知する。 

（提案書の変更） 

第16条 提案者は、提案書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を

受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認をする場合は、前３条の規定を準用する。 

（実績の報告） 

第17条 交付決定者は、事業完了後速やかに規則に定める実績報告書に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書 

(2) 現金出納簿の写し 

(3) 補助対象事業費の証拠書類（契約書、受領書等の写し） 

(4) 効果報告書（実施及び完成写真を含む。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（準用） 

第18条 地域づくりプラン実現事業及び地域づくり協議会活動事業の補助金の交付申

請等の手続は、第12条及び前条の規定を準用する。 

（補助金の交付） 

第19条 市長は、前２条の規定による実績報告書の提出があった場合は、書類審査を行

った上で補助金の額を確定し、交付する。 

２ 前項にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に交付決定

額の全部又は一部を交付することができる。 

（事業監査） 
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第20条 市長は、必要に応じて、補助対象事業の進捗状況及び経理状況について交付決

定者に説明を求め、指示又は指導を行うことができる。 

２ 交付決定者は、前項による指示又は指導があったときには、誠実に対応し、これに

従わなければならない。 

（関係書類の保管） 

第21条 交付決定者は、交付対象事業に係る関係書類を整理し、補助対象事業終了年度

の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（公表） 

第22条 市長は、規則第４条の規定による交付を決定したときは、速やかに、交付決定

者の名称、補助対象事業等について公表する。 

２ 交付決定者は、市が主催する活動報告会等において、補助対象事業の活動実績につ

いて発表する。 

（活動の検証） 

第23条 交付決定者は、補助対象事業の実施結果を検証し、翌年度以降の活動に反映さ

せるものとする。 

２ 委員会は、交付決定者の育成と補助対象事業の今後の発展に資するため、第17条に

規定する実績報告書の提出後に交付決定者に対し、必要な助言を行うことができる。 

（その他） 

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年10月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

（適用区分） 

３ 第２条第１号アに規定する地区のうち青海地域については、平成24年10月１日から

平成26年３月31日までの間は、次の表に定める地区を当該地区とする。 

地区名 行政区 

田沢地区 須沢、今村新田、八久保、田海、高畑 
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青海地区 寺地、名引、東町、西町、青海中央、青海大沢 

歌外波地区 歌、外波 

市振地区 市振、玉ノ木、上路 

前 文（平成25年３月25日告示第54号）抄 

平成25年４月１日から施行する。 

前 文（平成25年５月13日告示第131号）抄 

告示の日から施行する。 

前 文（平成27年３月23日告示第56号）抄 

告示の日から施行する。 

前 文（平成30年３月22日告示第40号）抄 

告示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示第79号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用で

きるものとする。 
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様式第１号（第13条関係） 

様式第２号（第14条、第15条関係） 

 


